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長野県健康福祉部感染症対策課
PCR等検査無料化事業実施チーム

長野県ワクチン・検査パッケージ
定着促進等事業について
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事業の概要



事業の概要
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「ワクチン・検査パッケージ（VTP）制度」とは…

「無料検査」とは…

ワクチン接種済証又は検査結果通知書を提示することにより、将
来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、県
民の皆様の行動制限の緩和を可能とする制度

健康上の理由等でワクチンの接種を受けられない方が自身の感染
の有無を確認するためにPCR等の検査を受ける場合に、その経費
を国・県が検査を実施する事業者に補助するもの

・飲食：第三者認証制度適用事業者→利用人数制限の緩和→制限なし
・イベント：感染防止安全計画の策定→イベント収容人数の上限緩和→収容定員
・移動：不要不急の都道府県をまたぐ移動→国として自粛要請→対象外
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無料検査の対象者

区 分

ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業

感染拡大傾向時の
一般検査事業

ワクチン・検査パッケージ制度
民間事業者
等による
自主的取組

実施時期
感染拡大により飲食店等の営業、イベ
ント開催、人の移動が制限された場合

随時
感染拡大傾向時に感染不安を
感じる無症状の者に対して知
事が検査受検を要請した場合

対 象 者

次に掲げる無症状の者
・基礎疾患、副反応の懸念など健康上
の理由によりワクチン接種を受けら
れない者

・12歳未満の児童（未就学児（概ね
６歳未満）については、同居する親
等の監護者が同伴する場合には、行
動制限を緩和する上で検査不要）

同左
感染不安を感じる無症状の者
（当該都道府県の住民）

検査費用 無料（令和３年度限り） 無料



無料検査の方法及び検査結果の有効期限
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検査方法

・PCR検査等（LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む）

・抗原定性検査 ※抗原定性検査キットは薬事承認されたものに限る

検査結果の有効期限

・PCR検査等 ：検体採取日+３日

・抗原定性検査：検体採取日+１日
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検査実施事業者の募集



検査実施事業者の募集
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・12月13日から募集を開始

・県では、多くの県民の皆様にとって
身近で利用しやすい無料検査の実施
事業者として、薬局の皆様に期待

・検査実施事業者になるためには、県
の募集に応じ、「実施計画書」を提
出して登録を受けることが必要

・登録後、検査実施事業者は、検査実
績に応じた補助金の交付を受けるこ
とができるため、補助上限額の範囲
内で利用者に無料検査を提供するこ
とができる



検査実施事業者への補助金交付額
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区分 基準額（補助上限額） 対象経費

検査経費

(1) PCR検査等※

令和４年３月まで検査１件につき8,500円
令和４年４月以降検査１件につき7,000円

(2) 抗原定性検査
検査１件につき3,000円

PCR検査等の検査費用、検
査キットの購入費、送料等

その他経費 検査１件につき一律3,000円

体制整備の
ための経費

(1) 事業所ごと700,000円
(2) 検体採取場所を１事業所に２か所以上設置
する場合は当該事業所ごと1,300,000円

検体採取場所を確保するた
めの経費その他必要な費用
として知事が認めたもの

「基準額（補助上限額）」と「対象経費」の実支出額とを比較して少ない方の額

（注）いずれの金額も今後の国の関連予算の成立状況等を踏まえ見直される場合がある
※ ＰＣＲ検査等については、令和３年12月31日以降、実施事業者が医療機関である場合には、

検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除き、
上限額を7,000円（税込）とする
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無料検査実施の流れ
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検査実施事業者の登録



検査実施事業者の登録方法
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１ 提出書類

(1) 実施計画書（様式第１号）
(2) 立会い又は検査を行う事業所名及び所在

地等（様式第１号別紙）
(3) 検査体制の整備に要する費用の内訳を示

す書面（様式任意）
(4) 事業所内の検体採取等実施場所を示す図

面（オンライン方式のみ、ドライブスル
ー方式のみの立会いを実施する場合は不
要）

２ 提出書類の入手方法

長野県公式ホームページからダウンロード
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/vtp-boshu.html

３ 実施計画書の提出方法

以下のアドレスに電子メールにて提出
vtp@pref.nagano.lg.jp

実施計画書（様式第１号）表面



検査実施事業者の登録方法
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様式第１号別紙実施計画書（様式第１号）裏面
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検査実施の事前準備
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１ 実施する検査方法の決定

＜抗原定性検査の場合＞

○薬事承認された抗原定性検査キットの準備
承認キットの最新情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html

○補助金の対象となる経費
検査キットの仕入額：検査１件につき上限3,000円（税込）
その他経費 ：検査１件につき一律3,000円（税込）

補助金交付額：検査１件につき上限6,000円

検査実施の事前準備
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１ 実施する検査方法の決定

＜PCR検査等の場合＞

○民間検査機関との委託契約
PCR検査等の場合、店頭で採取した検体を民間検査機関に送
付して検査を依頼するため、検査実施事業者と民間検査機関
との間で委託契約を締結する必要がある

○補助金の対象となる経費
検査キットの仕入額：検査１件につき上限8,500円（税込）
（検査費用・送料等を含む）
その他経費 ：検査１件につき一律3,000円（税込）

補助金交付額：検査１件につき上限11,500円

検査実施の事前準備
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２ 検査実施場所の整備

○検体採取場所を壁や仕切り等で他の区域と分ける（検体採取の
際に一時的に区別することも可能）

○利用者と検査管理者との間に十分な距離（目安：２ｍ）を確保
するか、パーテーション等で隔てる

○検査管理者が利用者の検体採取の様子（抗原定性検査の場合に
は検査結果）を確認するために十分な明るさを確保するととも
に、適切な換気を行う

○上の３つの要件を満たす場所を確保できない場合でも、オンラ
イン方式やドライブスルー方式による立会いが可能

検査実施の事前準備

・敷地内駐車場で必要に応じて誘導員を配置し安全を確保
・利用者のプライバシーに十分留意
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３ 検査管理者（検査に立ち会う者）の選定

○検体の採取、判定の方法、その他注意事項に関する研修を受講
の上、理解度テストを実施

・研修資料：厚生労働省HPに掲載

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html

・「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」
・「理解度確認テスト」
・その他、各メーカーの動画・チラシ等

・検査管理者は、研修を受講し、理解度テストを受けた者であ
れば、有資格者（薬剤師）である必要はなく、同じ店舗に何
人置いてもよい

検査実施の事前準備
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４ 検査実施マニュアルの作成

○検査実施場所、感染防護具の種類、陽性時の対応等をまとめた
マニュアルを作成

※マニュアルに代えて、以下の書面をいつでも参照できるよう
に常置することでも可

「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/documents/kougenteisei_jisshi.pdf

「PCR検査等のための検体採取の立会い等に係る留意事項」
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/documents/pcrryui.pdf

検査実施の事前準備



抗原定性検査の実施手順
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抗原定性検査の実施手順
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１ 利用者の来店・申込

① 利用者（検査希望者）が来店
⇩ ※事前予約なしに検査を受けられることが望ましい

② 無料検査申込書（様式第２号）に記入
⇩

③ 記入内容をチェックし、無料検査の対象者であるか確認
⇩

④ 本人確認
⇩ ※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等により確認

⑤ 次の事項について確認・説明
・過去に利用した無料検査の回数

※月に概ね３回以上利用している場合には、その理由も確認

・検査結果に応じた対応について説明
・この検査結果のみで感染しているか診断できるわけではない
ことを説明



抗原定性検査の実施手順
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無料検査申込書（様式第２号）表面 無料検査申込書（様式第２号）裏面

無料検査の対象と
なるかをここで
チェック

※「対象外」の欄
（一番右側の欄）
に該当する場合は
検査申込者の自己
負担

＜ 重 要 ＞
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２ 検査

① 個人防護具（マスク・手袋等）の着用
⇩ ※利用者はサージカルマスクを着用

② 検査キットを利用者に渡す
⇩ ※使用する検査キットは薬事承認されたものに限る

③ 検体採取・試料調整・試料滴下の手順を説明
⇩

④ 利用者が自身で検体を採取・検査管理者による立会い
⇩ ※利用者が正しい方法で検体を採取していることを確認

⑤ 検査結果の読取り

抗原定性検査の実施手順
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３ 検査結果通知書の発行

① 検査結果を「検査結果通知書」に記入して利用者に発行
⇩

② 検査結果に応じた利用者への説明

抗原定性検査の実施手順

「陰性」の場合 「陽性」の場合

・感染している可能性を否定して
いるものではないため、引き続
き感染予防対策を徹底すること

・医療機関又は受診・相談セン
ターに連絡し、速やかに受診す
ること

・医療機関への移動は、周囲に感
染させないようマスクを着用し、
公共交通機関を避けること
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抗原定性検査の実施手順

検査結果通知書（様式第３号）

検査結果が「陽性」の場合、必ず以
下の事項を伝えること

・医療機関又は受診・相談センター
（保健所）に連絡し、速やかに受
診すること

・医療機関への移動は、周囲に感染
させないようマスクを着用し、公
共交通機関を避けること

＜ 重 要 ＞
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４ 検査実施後の対応

① 使用済み検査キット等を処分
⇩ ※各製品の説明書を参照し、ごみ袋に入れて封をするなど飛散防止に留意

② アルコール・次亜塩素酸ナトリウム等による検査場所の消毒
⇩ ※詳細は厚生労働省HP（新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について）参照

③ 検査件数等を週１回県に報告
※報告方法は別途提示

抗原定性検査の実施手順
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週次報告及び実績報告
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＜週次報告＞

○検査実施事業者は、週ごとに、PCR検査等・抗原定性検査ごと
の検査件数及びそのうちの陽性者数を記録し、県に報告

○週次報告の方法
インターネット上で「ながの電子申請サービス」の入力フォー
ム（URLは以下のとおり）に報告事項を入力（週次報告のタイ
ミング等の詳細は検査実施事業者の登録通知にて案内予定）

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=17948

週次報告及び実績報告

＜実績報告＞

○補助金の交付は、事業終了後、精算払い（補助金の交付手続き
に関する詳細は、検査実施事業者登録後に別途案内予定）
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検査実施事業者数（薬局）の想定



検査実施事業者数（薬局）の想定
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圏域 佐久 上田 諏訪 伊那
南信
州

木曽 松本
北ア
ルプ
ス

長野 北信 合計

薬局総数 109 106 94 78 67 10 190 25 261 45 985

検査実施事業
者数（想定）

22 21 19 16 13 2 38 5 52 9 197

※ 検査実施事業者（薬局）は、利用者の利便性等を考慮し、全圏域で確保
※ 想定数は、薬局総数の概ね２割で算出（県の人口、ワクチンの接種率等を踏まえた

無料検査の見込回数をもとに算出した検査実施事業者の必要数の目安）
※ 薬剤師会営薬局、事業協同組合薬局、地域連携薬局、健康サポート薬局には積極的

な協力をお願いしたい
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多くの薬局の皆様のご協力をお願いします


